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(57)【要約】
【課題】血管壁及び血流の運動情報を用いた診断の精度
を保証すること。
【解決手段】実施形態の超音波診断装置は、送受信部１
１、組織運動情報取得部１４ａ、血流運動情報取得部１
４ｂ及び制御部１７を備える。送受信部１１は、各走査
線の超音波送受信を一回とし、複数の走査線で形成され
る走査範囲の連続走査を超音波プローブ１に実行させて
、１フレーム分の反射波信号を連続生成する。組織運動
情報取得部１４ａは、隣接フレーム間の同一場所の反射
波信号に対して自己相関演算を行なうことで組織の速度
を組織運動情報として取得する。血流運動情報取得部１
４ｂは、組織運動情報を取得するために用いた連続する
フレームごとの反射波信号において、同一場所の反射波
信号に対してＩＩＲ型フィルタ処理を行なうことで血流
のパワー値を血流運動情報として取得する。制御部１７
は、組織運動情報及び血流運動情報を表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　各走査線における超音波送受信を一回としたうえで、複数の走査線で形成される走査範
囲の連続走査を超音波プローブに実行させることで、１フレーム分の反射波信号を連続し
て生成する送受信部と、
　前記送受信部により生成された連続するフレームごとの反射波信号の中で、隣接するフ
レーム間の同一場所の反射波信号に対して自己相関演算を行なうことで算出される組織の
速度を組織運動情報として取得する組織運動情報取得部と、
　前記組織運動情報取得部が前記組織運動情報を取得するために用いた連続するフレーム
ごとの反射波信号において、同一場所の反射波信号に対して無限インパルス応答型フィル
タ処理を行なうことで推定される血流のパワー値を血流運動情報として取得する血流運動
情報取得部と、
　前記組織運動情報取得部により取得された前記組織運動情報及び前記血流運動情報取得
部により取得された前記血流運動情報を所定の表示部に表示するように制御する表示制御
部と、
　を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記組織運動情報取得部は、更に、前記組織の速度を時間方向に積分することで算出さ
れる組織の変位を前記組織運動情報として取得し、
　前記表示制御部は、前記組織運動情報取得部により取得された前記組織の変位を前記所
定の表示部に表示するように制御することを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置
。
【請求項３】
　前記組織運動情報取得部は、更に、前記組織の変位をフレーム内の空間方向に微分する
ことで算出される組織のひずみを前記組織運動情報として取得し、
　前記表示制御部は、前記組織運動情報取得部により取得された前記組織のひずみを前記
所定の表示部に表示するように制御することを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装
置。
【請求項４】
　前記血流のパワー値を画像化したパワー画像において、連続するパワー画像間でスペッ
クルを追跡することで、各追跡点の動きベクトルを算出し、当該算出した各追跡点の動き
ベクトルを血流の速度として算出する速度算出部
　を更に備え、
　前記表示制御部は、前記速度算出部により算出された前記血流の速度を前記血流運動情
報として、前記所定の表示部に表示するように制御することを特徴とする請求項１～３の
いずれか一つに記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記送受信部は、前記血流のパワー値を画像化したパワー画像間のスペックルの動きが
血液の動きと同一方向となるフレームレートで１フレーム分の超音波送受信が行なわれる
ように超音波プローブを制御することを特徴とする請求項１～４のいずれか一つに記載の
超音波診断装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、前記組織運動情報及び前記血流運動情報それぞれから連続して生成
された各画像の表示間隔を、前記フレームレートより大きくするように制御することを特
徴とする請求項５に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記組織運動情報取得部により取得された前記組織運動情報及び前記血流運動情報取得
部により取得された前記血流運動情報の少なくとも一つに基づいて、血管の性状に関する
指標を算出する指標算出部を更に備え、
　前記表示制御部は、前記指標算出部により算出された前記指標を前記所定の表示部に表
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示するように制御することを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の超音波診断
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、血管内（特に頸動脈内）の血流速度などの「血流の運動情報」と、血管壁の変位
やひずみなどの「血管壁の運動情報」とを同時に計測することは、動脈硬化を診断するう
えで重要であることが知られており、かかる計測には、超音波診断装置が用いられている
。例えば、動脈硬化の診断では、血管のＢモード画像から計測した血管の直径と、血圧計
により計測された血圧とから血管の硬さに関する指標を算出することが行なわれている。
【０００３】
　また、動脈硬化の診断では、血流の運動情報をカラードプラ法により計測し、血管壁の
運動情報を組織ドプラ法（ＴＤＩ：Tissue　Doppler　Imaging）により計測することも行
なわれている。ここで、カラードプラ法を用いて血管内の血流速度を計測するには、血管
に対して斜めに超音波ビームを入射させる必要がある。これは、カラードプラ法で得られ
る速度が平均速度であり、超音波ビームが血管に対して垂直だと、平均速度が「０」にな
ってしまって血流速度が測定できないからである。このため、カラードプラ用の超音波ビ
ームは、血管に対して１０度から２０度程度の角度を持つように送信される。
【０００４】
　一方、血管壁の運動情報を計測するには、血管壁が血管の走行方向に対して垂直な方向
に変位するため、血管に対して垂直に超音波ビームを当てた方が良い。このため、ＴＤＩ
用の超音波ビームは、血管に対して９０度の角度を持つように送信される。このように、
動脈硬化の診断では、カラードプラ用の超音波ビームとＴＤＩ用の超音波ビームとを別々
に送信することで、血流の運動情報及び血管壁の運動情報を計測し、血管の硬さに関する
指標が算出される。例えば、動脈硬化の診断では、血流の運動情報及び血管壁の運動情報
を計測するために、カラードプラ用のスキャンとＴＤＩ用のスキャンとを３５００ｆｐｓ
（frame　per　second）の超高速のフレームレートでスキャンすることが行なわれている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－４１３８２号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Hideyuki　Hasegawa,　Hiroshi　Kanai,　"Simultaneous　Imaging　of
　Artery-Wall　Strain　and　Blood　Flow　by　High　Frame　Rate　Acquisition　of
　RF　Signals",　IEEE　Transactions　on　Ultrasonics,　Ferroelectrics,　and　Fre
quency　Control,　Vol.55,　No.12,　December　2008
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、上記した従来の技術は、血流の運動情報及び血管壁の運動情報を計測するた
めに、それぞれ別の超音波スキャンを行う必要があり、血流の運動情報の計測と血管壁の
運動情報の計測とを同時に行なうことが出来なかった。すなわち、上記した従来の技術で
は、計測ずれを極力小さくするために、超高速のフレームレートでスキャンを行なってい
るが、各運動情報の計測元となるデータは、同時刻に収集されたデータではない。このた
め、従来のスキャン方法で取得される血管壁運動情報と血流運動情報とを用いた診断の精
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度は、必ずしも保証されるものではない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　実施形態の超音波診断装置は、送受信部と、組織運動情報取得部と、血流運動情報取得
部と、表示制御部とを備える。送受信部は、各走査線における超音波送受信を一回とした
うえで、複数の走査線で形成される走査範囲の連続走査を超音波プローブに実行させるこ
とで、１フレーム分の反射波信号を連続して生成する。組織運動情報取得部は、前記送受
信部により生成された連続するフレームごとの反射波信号の中で、隣接するフレーム間の
同一場所の反射波信号に対して自己相関演算を行なうことで算出される組織の速度を組織
運動情報として取得する。血流運動情報取得部は、前記組織運動情報取得部が前記組織運
動情報を取得するために用いた連続するフレームごとの反射波信号において、同一場所の
反射波信号に対して無限インパルス応答型フィルタ処理を行なうことで推定される血流の
パワー値を血流運動情報として取得する。表示制御部は、前記組織運動情報取得部により
取得された前記組織運動情報及び前記血流運動情報取得部により取得された前記血流運動
情報を所定の表示部に表示するように制御する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である
。
【図２】図２は、組織運動情報及び血流運動情報を取得するために行なわれていた従来の
スキャン方法を説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係るスキャン方法を説明するための図（１）である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係るスキャン方法を説明するための図（２）である。
【図５】図５は、Ｂモード処理部及び画像生成部の処理を説明するための図である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る組織運動情報取得部を説明するための図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る血流運動情報取得部を説明するための図（１）で
ある。
【図８】図８は、第１の実施形態に係る血流運動情報取得部を説明するための図（２）で
ある。
【図９】図９は、第１の実施形態に係る組織運動情報及び血流運動情報の表示形態の具体
例を説明するための図である。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る制御部が実行するスローモーション表示を説
明するための図である。
【図１１】図１１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る組織運動情報取得部を説明するための図であ
る。
【図１３】図１３は、第２の実施形態に係る組織運動情報の表示形態の具体例を説明する
ための図であるである。
【図１４】図１４は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【図１５】図１５は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図で
ある。
【図１６】図１６は、速度算出部を説明するための図である。
【図１７】図１７は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付図面を参照して、超音波診断装置の実施形態を詳細に説明する。
【００１１】
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（第１の実施形態）
　まず、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１は、第１の
実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１に示すように、本
実施形態に係る超音波診断装置は、超音波プローブ１と、モニタ２と、入力装置３と、装
置本体１０とを有する。
【００１２】
　超音波プローブ１は、複数の圧電振動子を有し、これら複数の圧電振動子は、後述する
装置本体１０が有する送受信部１１から供給される駆動信号に基づき超音波を発生する。
また、超音波プローブ１は、被検体Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また
、超音波プローブ１は、圧電振動子に設けられる整合層及び音響レンズと、圧電振動子か
ら後方への超音波の伝播を防止するバッキング材となどを有する。超音波プローブ１は、
装置本体１０と着脱自在に接続される。
【００１３】
　超音波プローブ１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被検体
Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号とし
て超音波プローブ１が有する複数の圧電振動子にて受信される。受信される反射波信号の
振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの差に依存する。なお
、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁などの表面で反射された場合の
反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速度成分に依存して
、周波数偏移（ドプラ偏移）を受ける。
【００１４】
　ここで、本実施形態は、超音波プローブ１による超音波の走査形態が、リニア走査であ
る場合であっても、セクタ走査である場合であっても適用可能である。以下では、本実施
形態に係る超音波プローブ１によりリニア走査が行なわれる場合について説明する。
【００１５】
　また、本実施形態は、複数の圧電振動子が一列で配置された１次元超音波プローブであ
る超音波プローブ１により、被検体Ｐを２次元でスキャンする場合であっても、１次元超
音波プローブの複数の圧電振動子を機械的に揺動する超音波プローブ１や複数の圧電振動
子が格子状に２次元で配置された２次元超音波プローブである超音波プローブ１により、
被検体Ｐを３次元でスキャンする場合であっても、適用可能である。
【００１６】
　入力装置３は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチコマンドスクリ
ーン、フットスイッチ、トラックボールなどを有し、超音波診断装置の操作者からの各種
設定要求を受け付け、装置本体１０に対して受け付けた各種設定要求を転送する。
【００１７】
　モニタ２は、超音波診断装置の操作者が入力装置３を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、装置本体１０において生成さ
れた超音波画像などを表示したりする。
【００１８】
　装置本体１０は、超音波プローブ１が受信した反射波に基づいて超音波画像を生成する
装置である。装置本体１０は、図１に示すように、送受信部１１と、フレームバッファ１
２と、Ｂモード処理部１３と、ドプラ処理部１４と、画像処理部１５と、画像メモリ１６
と、制御部１７と、内部記憶部１８とを有する。
【００１９】
　送受信部１１は、トリガ発生回路、送信遅延回路およびパルサ回路などを有し、超音波
プローブ１に駆動信号を供給する。パルサ回路は、所定の繰り返し周波数（ＰＲＦ：Puls
e　Repetition　Frequency）送信超音波を形成するためのレートパルスを繰り返し発生す
る。なお、ＰＲＦは、レート周波数とも呼ばれる。また、送信遅延回路は、超音波プロー
ブ１から発生される超音波をビーム状に集束して送信指向性を決定するために必要な圧電
振動子ごとの送信遅延時間を、パルサ回路が発生する各レートパルスに対し与える。また



(6) JP 2012-110527 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

、トリガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１に駆動信号
（駆動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延回路は、各レートパルスに対し与える送
信遅延時間を変化させることで、圧電振動子面からの送信方向を任意に調整する。
【００２０】
　なお、送受信部１１は、後述する制御部１７の指示に基づいて、所定のスキャンシーケ
ンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧などを瞬時に変更可能な機能を有して
いる。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ型の発
信回路、または、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される。
【００２１】
　また、送受信部１１は、アンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延回路、加算器、直交検波
回路などを有し、超音波プローブ１が受信した反射波信号に対して各種処理を行なって反
射波データを生成する。アンプ回路は、反射波信号をチャンネルごとに増幅してゲイン補
正処理を行なう。Ａ／Ｄ変換器は、ゲイン補正された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信
遅延回路は、デジタルデータに受信指向性を決定するのに必要な受信遅延時間を与える。
加算器は、受信遅延回路により受信遅延時間が与えられた反射波信号の加算処理を行なう
。加算器の加算処理により、反射波信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調
される。そして、直交検波回路は、加算器の出力信号をベースバンド帯域の同相信号（Ｉ
信号、Ｉ：In-pahse）と直交信号（Ｑ信号、Ｑ：Quadrature-phase）とに変換する。そし
て、直交検波回路は、Ｉ信号及びＱ信号（以下、Ｉ／Ｑ信号と記載する）を反射波データ
として後段のフレームバッファ１２に格納する。
【００２２】
　ここで、第１の実施形態に係る送受信部１１は、１回の超音波ビームの送信により得ら
れる各圧電振動子の反射波信号から複数の受信フォーカスの反射波データを生成すること
ができる。すなわち、第１の実施形態に係る送受信部１１は、並列同時受信処理を行なう
ことが可能な回路である。
【００２３】
　なお、第１の実施形態に係る送受信部１１が超音波プローブ１を用いて実行する超音波
の走査方法については、後に詳述する。
【００２４】
　フレームバッファ１２は、送受信部１１が生成した反射波データ（Ｉ／Ｑ信号）を一時
的に記憶するバッファである。具体的には、フレームバッファ１２は、数フレーム分のＩ
／Ｑ信号を記憶する。例えば、フレームバッファ１２は、ＦＩＦＯ（First-In/First-Out
）メモリであり、所定フレーム分のＩ／Ｑ信号を記憶し、新たに１フレーム分のＩ／Ｑ信
号が送受信部１１にて生成された場合、生成時間が最も古い１フレーム分のＩ／Ｑ信号を
破棄して、新たに生成された１フレーム分のＩ／Ｑ信号を記憶する。
【００２５】
　なお、１フレーム分のＩ／Ｑ信号とは、１枚の超音波画像を生成するための反射波デー
タのことであり、送受信部１１は、複数の走査線（スキャンライン）で形成される走査範
囲にて超音波送受信を超音波プローブ１に行なわせることで、１フレーム分のＩ／Ｑ信号
を生成する。
【００２６】
　Ｂモード処理部１３は、フレームバッファ１２から送受信部１１が生成した反射波デー
タ（Ｉ／Ｑ信号）を読み出し、読み出した反射波データに対して、対数増幅、包絡線検波
処理、対数圧縮などを行なって、信号強度が輝度の明るさで表現されるデータ（Ｂモード
データ）を生成する。
【００２７】
　ドプラ処理部１４は、フレームバッファ１２から送受信部１１が生成した反射波データ
（Ｉ／Ｑ信号）を読み出し、読み出した反射波データを周波数解析することで、走査範囲
内にある移動体のドプラ効果に基づく運動情報を抽出したデータ（ドプラデータ）を生成
する。具体的には、ドプラ処理部１４は、移動体の運動情報として、平均速度、分散値、
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パワー値などを多点に渡り抽出したドプラデータを生成する。
【００２８】
　より具体的には、ドプラ処理部１４は、組織ドプラ法及びカラードプラ法を実行可能な
処理部であり、図１に示すように、組織運動情報取得部１４ａと、血流運動情報取得部１
４ｂとを有する。組織運動情報取得部１４ａは、走査範囲内にある組織の運動情報（組織
運動情報）を取得して、組織の動態を示す組織ドプラ画像を生成するための組織ドプラデ
ータを生成する処理部である。また、血流運動情報取得部１４ｂは、走査範囲内にある血
流の運動情報（血流運動情報）を取得して、血流の動態を示すカラードプラ画像を生成す
るためのカラードプラドプラデータを生成する処理部である。
【００２９】
　なお、第１の実施形態に係る組織運動情報取得部１４ａの組織運動情報の取得処理及び
第１の実施形態に係る血流運動情報取得部１４ｂの血流運動情報の取得処理については、
後に詳述する。
【００３０】
　画像処理部１５は、Ｂモード処理部１３及びドプラ処理部１４が生成したデータを用い
て表示用の超音波画像を生成したり、生成した超音波画像に対して画像処理を行なったり
する処理部である。図１に示す画像処理部１５は、画像生成部１５ａ及び画像合成部１５
ｂを有する。画像生成部１５ａは、Ｂモード処理部１３及びドプラ処理部１４が生成した
データから超音波画像を生成する。すなわち、画像生成部１５ａは、Ｂモード処理部１３
が生成したＢモードデータから反射波の強度を輝度にて表したＢモード画像を生成する。
【００３１】
　また、画像生成部１５ａは、ドプラ処理部１４が生成したドプラデータから移動体情報
（血流運動情報や組織運動情報）を表す平均速度画像、分散画像、パワー画像、又は、こ
れらの組み合わせ画像としてのドプラ画像を生成する。具体的には、画像生成部１５ａは
、組織運動情報から生成された組織ドプラデータを用いて組織ドプラ画像を生成し、血流
運動情報から生成されたカラードプラデータからカラードプラ画像を生成する。
【００３２】
　ここで、画像生成部１５ａは、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビなど
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用画像としての超音波画像を生成する。具体的には、画像生成部１５ａは、超音波プロー
ブ１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行なうことで、表示用画像としての超音
波画像を生成する。また、画像生成部１５ａは、スキャンコンバート以外に種々の画像処
理として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値
画像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（
エッジ強調処理）などを行なう。
【００３３】
　なお、第１の実施形態に係る画像生成部１５ａが生成する組織ドプラ画像及びカラード
プラ画像については、後に詳述する。
【００３４】
　画像合成部１５ｂは、画像生成部１５ａが生成した各種超音波画像に、種々のパラメー
タの文字情報、目盛り、ボディーマークなどを合成した合成画像を生成する。また、画像
合成部１５ｂは、画像生成部１５ａが生成した各種超音波画像を重畳した合成画像を生成
したり、画像生成部１５ａが生成した各種超音波画像を並列表示するための画像を生成し
たりする。
【００３５】
　なお、第１の実施形態に係る画像合成部１５ｂが生成する合成画像については、後に詳
述する。
【００３６】
　画像メモリ１６は、画像生成部１５ａが生成した超音波画像や、画像合成部１５ｂが生
成した合成画像を記憶するメモリである。また、画像メモリ１６は、Ｂモード処理部１３
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やドプラ処理部１４が生成したデータ（生データ）を記憶することも可能である。
【００３７】
　内部記憶部１８は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行なうための制御プログラ
ムや、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見など）や、診断プロトコルや各種ボディ
ーマークなどの各種データを記憶する。また、内部記憶部１８は、必要に応じて、画像メ
モリ１６が記憶する画像の保管などにも使用される。また、内部記憶部１８が記憶するデ
ータは、図示しないインターフェースを経由して、外部の周辺装置へ転送することができ
る。
【００３８】
　制御部１７は、超音波診断装置の処理全体を制御する。具体的には、制御部１７は、入
力装置３を介して操作者から入力された各種設定要求や、内部記憶部１８から読込んだ各
種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信部１１、Ｂモード処理部１３、ドプラ
処理部１４、画像処理部１５の処理を制御する。また、制御部１７は、画像メモリ１６が
記憶する超音波画像及び合成画像や、操作者が各種処理を指定するためのＧＵＩなどをモ
ニタ２にて表示するように制御する。
【００３９】
　以上、第１の実施形態に係る超音波診断装置の全体構成について説明した。かかる構成
のもと、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、血管、例えば、頚動脈を含む走査範囲
にて超音波スキャンを行なうことで、組織運動情報及び血流運動情報を取得する。そして
、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、動脈硬化を診断する医師に対して組織運動情
報及び血流運動情報を提示する。具体的には、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、
組織運動情報及び血流運動情報に基づいて生成した各種画像を表示する。なお、本実施形
態にて取得される組織運動情報は、血管壁の運動情報である。
【００４０】
　すなわち、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、血流運動情報をカラードプラ法に
より取得し、組織（血管壁）運動情報を組織ドプラ法により取得する。ここで、従来の超
音波診断装置は、組織（血管壁）運動情報を取得するための超音波スキャンと、血流運動
情報を取得するための超音波スキャンとを別々に行なっていた。図２は、組織運動情報及
び血流運動情報を取得するために行なわれていた従来のスキャン方法を説明するための図
である。
【００４１】
　血管壁運動情報を取得するには、血管壁が血管の走行方向に対して垂直な方向に変位す
るため、血管に対して垂直に超音波ビームを当てた方が良い。このため、組織ドプラ法に
おいて超音波プローブ１から送信される超音波ビームは、図２の（Ａ）に示すように、血
管に対して９０度の角度を持つように送信される。
【００４２】
　一方、血流運動情報を取得するには、血管に対して斜めに超音波ビームを入射させる必
要がある。これは、カラードプラ法で得られる速度が平均速度であり、超音波ビームが血
管に対して垂直だと、平均速度が「０」になってしまって血流速度が測定できないからで
ある。このため、従来では、カラードプラ用において超音波プローブ１から送信される超
音波ビームは、図２の（Ｂ）に示すように、例えば、７０度や１１０度といったように斜
めに送信される。図２の（Ｃ）では、超音波プローブ１に対して近い位置にある血管壁を
上部血管壁と示し、超音波プローブ１に対して遠い位置にある血管壁を下部血管壁と示し
ている。
【００４３】
　すなわち、従来のスキャン方法では、図２の（Ｃ）に示すように、上部血管壁及び下部
血管壁の動態と、上部血管壁と下部血管壁との間を流れる血液（血流）の動態とを観察す
るために、血管壁観察用スキャンＡと血流観察用スキャンＢとを個別に行なう必要があっ
た。このため、血管壁運動情報と血流運動情報とは、異なる時期に行なわれたスキャンに
より生成された反射波データから取得されることとなる。
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【００４４】
　また、血管壁運動情報と血流運動情報との観測ずれを極力小さくするために、例えば、
血管壁観察用スキャンＡと血流観察用スキャンＢとをそれぞれ、３５００ｆｐｓ（frame
　per　second）の超高速のフレームレートでスキャンしたとしても、血管壁運動情報と
血流運動情報との取得元となる反射波データは、それぞれ異なる。このため、従来のスキ
ャン方法で取得される血管壁運動情報と血流運動情報とを用いた診断の精度は、同時刻で
取得されたデータに基づくものでないため、必ずしも保証されるものではない。
【００４５】
　そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、同時刻で生成された同一の反射波デ
ータを用いて、血流の運動情報及び血管壁の運動情報を取得する。図３及び図４は、第１
の実施形態に係るスキャン方法を説明するための図である。
【００４６】
　第１の実施形態に係る超音波プローブ１は、図３の（Ａ）に示すように、通常のＢモー
ドスキャンや、従来行なわれていた血管壁観察用スキャンＡと同様に、血管に対して垂直
に超音波ビームを送信する。すなわち、第１の実施形態に係る超音波プローブ１は、図３
の（Ｂ）に示すように、上部血管壁と下部血管壁とに対して垂直に超音波ビームを送信す
るスキャンＣにより、Ｂモードスキャン及び組織ドプラ用スキャンとともにカラードプラ
用スキャンも行なう。
【００４７】
　このため、第１の実施形態に係る送受信部１１は、各走査線における超音波送受信を一
回としたうえで、複数の走査線で形成される走査範囲の連続走査を超音波プローブ１に実
行させることで、１フレーム分の反射波信号（反射波データ）を連続して生成する。
【００４８】
　すなわち、第１の実施形態に係る送受信部１１は、図４に示すように、リニア走査を行
なう超音波プローブ１の各圧電振動子における超音波送受信を一回とすることで、１フレ
ーム分の反射波データ（Ｉ／Ｑ信号）を時系列に沿って連続して生成する。
【００４９】
　なお、複数の走査線における超音波送受信の順番は、制御部１７の制御に基づく送受信
部１１の処理により、任意の順番に変更可能である。また、組織ドプラ用スキャン及びカ
ラードプラ用スキャンの走査範囲は、Ｂモードスキャンの走査範囲より狭い場合であって
も良い。
【００５０】
　ここで、送受信部１１により実行される超音波走査のフレームレートは、例えば、１０
００ｆｐｓ以上であることが望ましいが、この理由については、後に説明する。
【００５１】
　図５は、Ｂモード処理部及び画像生成部の処理を説明するための図である。Ｂモード処
理部１３は、送受信部１１により生成された連続するフレームごとの反射波信号（反射波
データ）からＢモードデータを生成する。すなわち、Ｂモード処理部１３は、フレームバ
ッファ１２から１フレーム分のＩ／Ｑ信号を読み出し、図５の（Ａ）に示すように、対数
増幅、包絡線検波、対数圧縮を順次行なってＢモードデータを生成する。そして、画像生
成部１５ａは、順次生成されるＢモードデータからＢモード画像を順次生成する。例えば
、画像生成部１５ａは、図５の（Ｂ）に示すように、第「ｎ－２」フレームのＢモード画
像、第「ｎ－１」フレームのＢモード画像、第「ｎ」フレームのＢモード画像を順次生成
する。
【００５２】
　そして、図１に示す組織運動情報取得部１４ａは、送受信部１１により生成された連続
するフレームごとの反射波信号の中で、隣接するフレーム間の同一場所の反射波信号に対
して自己相関演算を行なうことで算出される組織（血管壁）の速度を組織運動情報として
取得する。図６は、第１の実施形態に係る組織運動情報取得部を説明するための図である
。



(10) JP 2012-110527 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

【００５３】
　例えば、組織運動情報取得部１４ａは、フレームバッファ１２から第「ｎ」フレームの
Ｉ／Ｑ信号及び第「ｎ－１」フレームのＩ／Ｑ信号を読み出す。そして、組織運動情報取
得部１４ａは、図６に示すように、同一地点での第「ｎ」フレームと第「ｎ－１」フレー
ムとの間での自己相関演算を行なうことで、第「ｎ」フレームにおける組織（血管壁）の
速度を算出する。
【００５４】
　以下、組織運動情報取得部１４ａが行なう自己相関演算について数式を用いて説明する
。第「ｎ－１」フレーム内の速度算出対象となる点のＩ／Ｑ信号を「ＩＱ（ｎ－１）」と
し、第「ｎ」フレームの同一場所のＩ／Ｑ信号を「ＩＱ（ｎ）」とすると、自己相関「ａ
ｃ」は、以下の式（１）に示すように、「ＩＱ（ｎ－１）」の複素共役と「ＩＱ（ｎ）」
との積として算出される。
【００５５】
【数１】

【００５６】
　そして、速度算出対象となる点の速度「ｖ」は、「ａｃ」の実部「Ｒｅａｌ（ａｃ）」
及び虚部「Ｉｍａｇｅ（ａｃ）」とから、以下の式（２）により算出される。
【００５７】
【数２】

【００５８】
　これにより、組織運動情報取得部１４ａは、速度算出対象となる点の２次元の速度ベク
トルを取得する。組織運動情報取得部１４ａは、かかる処理を第「ｎ」フレームのＩ／Ｑ
信号にて多点に渡り実行することで血管壁の速度を組織運動情報として取得し、第「ｎ」
フレームの組織ドプラデータを生成する。そして、画像生成部１５ａは、第「ｎ」フレー
ムの組織ドプラ画像を生成する。
【００５９】
　そして、血流運動情報取得部１４ｂは、組織運動情報取得部１４ａが組織運動情報を取
得するために用いた連続するフレームごとの反射波信号において、同一場所の反射波信号
に対して無限インパルス応答型フィルタ（ＩＩＲフィルタ、ＩＩＲ：Infinite　Impulse
　Response）処理を行なうことで推定される血流のパワー値を血流運動情報として取得す
る。図７及び図８は、第１の実施形態に係る血流運動情報取得部を説明するための図であ
る。
【００６０】
　図７に示すように、血流運動情報取得部１４ｂは、ハイパスフィルタであるＷａｌｌフ
ィルタとして、ＩＩＲ型フィルタの出力結果を用いてパワー値を取得する。本実施形態で
用いられるＷａｌｌフィルタは、以下の式（３）に示す２次のＩＩＲ型フィルタである。
【００６１】

【数３】

【００６２】
　ここで、式（３）に示す「ｘ（ｎ）」は、最新の第「ｎ」フレームのＩ／Ｑ信号であり
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、「ｘ（ｎ－１）」は、第「ｎ－１」フレームのＩ／Ｑ信号であり、「ｘ（ｎ－２）」は
、第「ｎ－２」フレームのＩ／Ｑ信号である。また、式（３）に示す「ｙ（ｎ）」は、第
「ｎ」フレームのＩ／Ｑ信号に含まれる血流の動き成分であり、「ｙ（ｎ－１）」は、第
「ｎ－１」フレームのＩ／Ｑ信号に含まれる血流の動き成分であり、「ｙ（ｎ－２）」は
、第「ｎ－２」フレームのＩ／Ｑ信号に含まれる血流の動き成分である。また、式（３）
に示す「ｂ０」、「ｂ１」、「ｂ２」、「ａ１」及び「ａ２」それぞれは、「ｘ（ｎ）」
、「ｘ（ｎ－１）」、「ｘ（ｎ－２）」、「ｙ（ｎ－１）」及び「ｙ（ｎ－２）」に対し
て掛け合わされる係数である。これらの係数により、動きの遅い信号が除去され、式（３
）により、「ｎ」フレームのＩ／Ｑ信号において、血流運動の取得対象となる点の血流の
動き成分が算出される。
【００６３】
　ここで、通常のカラードプラ法では、同一の走査線に対して複数回に渡って超音波送受
信を行ない、同一走査線における複数のＩ／Ｑ信号から血流の動き成分を取得していた。
すなわち、通常のカラードプラ法では、パケットという有限のデータ列に対してＩＩＲフ
ィルタを掛けていた。しかし、本実施形態では、一本の走査線において超音波送受信を一
回のみとしたうえで、無限に連続するフレームの反射波データに対してＩＩＲ型フィルタ
を掛ける。これにより、本実施形態では、理想的なフィルタ特性が得られる。
【００６４】
　第１の実施形態に係る送受信部１１は、上述したように、血流に対して垂直となる走査
線に沿って超音波ビームを送信させる。血流の動き成分は、超音波ビームと血流の動きと
の角度のコサイン成分となるので、血流に対して超音波ビームが完全に直交していると、
とらえられない。しかし、各走査線における超音波ビームは、超音波プローブ１の一つの
圧電振動子から送信されるのではなく、実際には、送信指向性を与えるために、図８の（
Ａ）の左図に示すように、所定数の圧電振動子からなるチャンネルから送信された複数の
超音波により形成される。すなわち、開口幅を有するチャンネルから送信される超音波ビ
ームには、図８の（Ａ）の左図に示すように、走査線に沿った超音波ビームの他に、開口
幅のために斜めに入射する超音波ビームが存在する。
【００６５】
　このため、式（３）に示すＩＩＲ型フィルタの出力として得られる血流の動態に起因す
る周波数偏移の分布は、図８の（Ａ）に示す右図に示すように、平均速度「０」の正規分
布に近くなる。このため、ＩＩＲ型フィルタの出力から算出される血流の平均速度は、略
「０」となる。
【００６６】
　しかし、かかる分布の積分値（面積）は、図８の（Ｂ）に示すように、血流のパワー値
となる。そこで、第１の実施形態に係る血流運動情報取得部１４ｂは、血流速度の推定は
行わずに、パワー値の推定を以下の式（４）により行なう。
【００６７】
【数４】

【００６８】
　すなわち、第１の実施形態に係る血流運動情報取得部１４ｂは、式（３）及び式（４）
の処理を、第「ｎ」フレームのＩ／Ｑ信号にて多点に渡って実行することで、第「ｎ」フ
レームにおける血流のパワー値を血流運動情報として取得し、第「ｎ」フレームのカラー
ドプラデータとしてパワーデータを生成する。そして、画像生成部１５ａは、第「ｎ」フ
レームのカラードプラ画像としてパワー画像を生成する。
【００６９】
　このように、第１の実施形態では、同一の反射波データ群を用いて、組織の形態が描出
されたＢモード画像を生成するためのＢモードデータを生成するとともに、組織（血管壁
）運動情報としての組織速度情報と、「血流のパワー値」とを取得する。
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【００７０】
　そして、図１に示す制御部１７は、組織運動情報取得部１４ａにより取得された組織運
動情報及び血流運動情報取得部１４ｂにより取得された血流運動情報をモニタ２に表示す
るように制御する。
【００７１】
　制御部１７により行なわれる組織運動情報及び血流運動情報の表示形態の一例について
、図９を用いて説明する。図９は、第１の実施形態に係る組織運動情報及び血流運動情報
の表示形態の具体例を説明するための図である。
【００７２】
　具体的には、制御部１７の制御により画像合成部１５ｂは、組織運動情報から生成され
た組織ドプラ画像と、血流運動情報から生成されたパワー画像とを合成した合成画像を生
成する。まず、制御部１７は、図９に示す第「ｎ」フレームのＢモード画像において所定
の輝度値より大きい高輝度領域を抽出する。かかる高輝度領域は、上部血管壁及び下部血
管壁に対応する領域となる。
【００７３】
　そして、制御部１７は、画像合成部１５ｂに対して、第「ｎ」フレームのＢモード画像
の高輝度領域に対応する第「ｎ」フレームの組織ドプラ画像の領域を抽出させる。また、
制御部１７は、画像合成部１５ｂに対して、第「ｎ」フレームのパワー画像において画素
値（パワー値）が所定の閾値（ＴＨ）以上となる領域を抽出させる。そして、画像合成部
１５ｂは、制御部１７の制御により、抽出した各領域を合成させることで第「ｎ」フレー
ムの合成画像を生成する。かかる合成画像は、図９に示すように、上部血管壁の組織ドプ
ラ画像と、所定の閾値（ＴＨ）以上のパワー値を有するパワー画像と、下部血管壁の組織
ドプラ画像とを合成した画像となる。図９に示す合成画像では、血管壁の速さ及び移動方
向に応じて色相が異なるように描出されており、パワー値の大きさに応じてグレーの濃淡
が異なるように描出されている。例えば、時系列に沿って順次表示される合成画像では、
血管壁が上側に移動している場合は、血管壁の速さが赤を基調とした色相で、血管壁が下
側に移動している場合は、血管壁の速さが青を基調とした色相で表示される。また、時系
列に沿って順次表示される合成画像では、血流のパワー値の変動がグレーの濃淡によって
変動する様相が描出される。
【００７４】
　そして、制御部１７は、図９に示す第「ｎ」フレームの合成画像と、第「ｎ」フレーム
のＢモード画像とモニタ２にて並列表示させる。
【００７５】
　ここで、上述したように、送受信部１１により実行される超音波走査のフレームレート
は、例えば、１０００ｆｐｓ以上とされる。これは、血流速度に対してフレームレートが
遅い場合には、順次生成されるパワー画像にて観察されるスペックルの動きに折り返しが
発生するためである。このため、第１の実施形態に係る送受信部１１は、血流のパワー値
を画像化したパワー画像間のスペックルの動きが血液の動きと同一方向となるフレームレ
ートで１フレーム分の超音波送受信が行なわれるように超音波プローブ１を制御する。か
かるフレームレートを実現するために、制御部１７の指示により、送受信部１１は、上述
した並列同時受信を行なう。
【００７６】
　しかし、一般的に超音波診断装置が有するモニタ２にて表示可能なフレームレートは、
例えば、６０ｆｐｓであり、１０００ｆｐｓのフレームレートで生成されるＢモード画像
や合成画像を表示することが出来ない。そこで、本実施形態に係る制御部１７は、組織運
動情報及び血流運動情報それぞれから連続して生成された各画像の表示間隔を、フレーム
レートより大きくするように制御する。換言すれば、制御部１７は、Ｂモード画像及び合
成画像をスローモーションにて表示させる。時系列に沿って順次表示される合成画像を参
照することで、医師などの操作者は、同一のデータから取得された組織運動情報及び血流
運動情報を同時に観察することが出来る。
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【００７７】
　図１０は、第１の実施形態に係る制御部が実行するスローモーション表示を説明するた
めの図である。例えば、図１０に示すように、Ｂモード画像や合成画像が１９８４ｆｐｓ
で生成される場合、制御部１７は、約３０ｆｐｓとなるように、６６倍のスローモーショ
ン表示を行なわせる。
【００７８】
　なお、制御部１７によるスローモーション表示は、例えば、入力装置３が有するフリー
ズボタンを操作者が押下し、フリーズ後に画像メモリ１６に格納されているＢモード画像
及び合成画像の一群を読み出すことで行なわれる。すなわち、制御部１７によるスローモ
ーション表示は、画像生成後の後処理として行なわれる。
【００７９】
　あるいは、制御部１７によるスローモーション表示は、例えば、特開２００１－１７８
７２３号公報に開示されている方法を用いて、リアルタイムで行なわれる。具体的には、
リアルタイムでスローモーション表示を行なう場合、制御部１７は、超音波走査のフレー
ムレートで生成される合成画像をモニタ２で表示可能なフレームレートでスローモーショ
ン表示させる。そして、制御部１７は、所定時間が経過すると、当該所定時間が経過した
時点の直近に生成された合成画像を表示させ、当該合成画像から順に新規の合成画像をス
ルーモーションにて順次表示させる。
【００８０】
　なお、制御部１７は、上述した表示形態（Ｂモード画像と、Ｂモード画像の輝度値に基
づく組織ドプラ画像及びパワー画像の合成画像との並列表示）の他に、様々な表示形態を
行なうことが出来る。例えば、制御部１７は、Ｂモード画像、組織ドプラ画像及びパワー
画像を並列表示させたり、これら三種類の画像を合成した合成画像を表示させたりするこ
とが出来る。また、制御部１７は、組織ドプラ画像及びパワー画像の合成画像の単独表示
や、組織ドプラ画像及びパワー画像の並列表示を行なうことも出来る。また、制御部１７
は、例えば、操作者がＢモード画像上で血管壁内にて指定した関心領域内の血管壁の平均
速度と、操作者がＢモード画像上で血管内にて指定した関心領域内の血流の平均パワー値
とを表示させることも出来る。
【００８１】
　次に、図１１を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する
。図１１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、以下では、送受信部１１により、例えば、１０００ｆｐｓのフレームレ
ートでの超音波送受信が開始された後の処理について説明する。
【００８２】
　図１１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、画像メモリ１６に新規
の１フレーム分のデータ（Ｉ／Ｑ信号）が格納されたか否かを判定する（ステップＳ１０
１）。ここで、新規の１フレーム分のデータが格納されていない場合（ステップＳ１０１
否定）、第１の実施形態に係る超音波診断装置は、待機状態となる。
【００８３】
　一方、新規の１フレーム分のデータが格納された場合（ステップＳ１０１肯定）、Ｂモ
ード処理部１３は、Ｂモードデータを生成し、画像生成部１５ａは、Ｂモード画像を生成
する（ステップＳ１０２）。そして、組織運動情報取得部１４ａは、新規の１フレーム分
のデータに対して、式（１）及び式（２）の演算処理を行なうことで、組織（血管壁）の
速度を取得し、画像生成部１５ａは、組織ドプラ画像を生成する（ステップＳ１０３）。
すなわち、組織運動情報取得部１４ａは、自己相互演算処理により組織の速度を取得する
ことで、組織ドプラデータを生成する。
【００８４】
　続いて、血流運動情報取得部１４ｂは、新規の１フレーム分のデータに対して式（３）
及び式（４）の演算処理を行なうことで、パワー値を取得し、画像生成部１５ａは、パワ
ー画像を生成する（ステップＳ１０４）。すなわち、血流運動情報取得部１４ｂは、新規
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の１フレーム分のデータに対して式（３）に示すＩＩＲ型フィルタ処理を行ない、更に、
ＩＩＲ型フィルタの出力に対して式（４）に示す演算処理を行なうことで、血流のパワー
値を推定して、パワーデータを生成する。
【００８５】
　そして、画像合成部１５ｂは、ステップＳ１０２で生成されたＢモード画像の輝度値に
基づいて、ステップＳ１０３で生成された組織ドプラ画像とステップＳ１０４で生成され
たパワー画像との合成画像を生成する（ステップＳ１０５）。
【００８６】
　その後、制御部１７は、スローモーション表示用に設定された所定の時間が経過したか
否かを判定する（ステップＳ１０６）。ここで、所定の時間が経過していない場合（ステ
ップＳ１０６否定）、制御部１７は、所定の時間が経過するまで待機する。
【００８７】
　一方、所定の時間が経過した場合（ステップＳ１０６肯定）、制御部１７の制御により
、モニタ２は、ステップＳ１０２で生成されたＢモード画像とステップＳ１０５で生成さ
れた合成画像とを並列表示し（ステップＳ１０７）、処理を終了する。そして、第１の実
施形態に係る超音波診断装置は、更に、新規の１フレーム分の反射波データが格納された
場合、ステップＳ１０２以降の処理を行なう。なお、Ｂモード処理部１３、組織運動情報
取得部１４ａ及び血流運動情報取得部１４ｂによる処理の順番は、図１１に示す順番に限
定されるものではなく、任意の順番にて実行することが出来る。また、Ｂモード処理部１
３、組織運動情報取得部１４ａ及び血流運動情報取得部１４ｂによる処理は、並列処理に
よって実行される場合であっても良い。
【００８８】
　上述してきたように、第１の実施形態では、送受信部１１は、各走査線における超音波
送受信を一回としたうえで、複数の走査線で形成される走査範囲の連続走査を超音波プロ
ーブ１に実行させることで、１フレーム分の反射波信号を連続して生成する。組織運動情
報取得部１４ａは、送受信部１１により生成された連続するフレームごとの反射波信号の
中で、隣接するフレーム間の同一場所の反射波信号に対して自己相関演算を行なうことで
算出される組織の速度を組織運動情報として取得する。血流運動情報取得部１４ｂは、組
織運動情報取得部１４ａが組織運動情報を取得するために用いた連続するフレームごとの
反射波信号において、同一場所の反射波信号に対して無限インパルス応答型フィルタ処理
を行なうことで推定される血流のパワー値を血流運動情報として取得する。制御部１７は
、組織運動情報及び血流運動情報をモニタ２に表示するように制御する。
【００８９】
　すなわち、第１の実施形態では、同時刻の反射波信号（同一の反射波信号）から血流の
運動情報及び血管壁の運動情報を取得するので、動脈硬化を診断する医師に対して提供さ
れる動脈硬化診断用のデータには、従来のように、取得時間差は発生しない。従って、第
１の実施形態では血管壁及び血流の運動情報を用いた診断の精度を保証することが可能と
なる。
【００９０】
　また、第１の実施形態では、送受信部１１は、血流のパワー値を画像化したパワー画像
間のスペックルの動きが血液の動きと同一方向となるフレームレートで１フレーム分の超
音波送受信が行なわれるように超音波プローブ１を制御する。
【００９１】
　すなわち、第１の実施形態では、血流運動情報として取得されたパワー値に折り返りが
発生することを回避することが出来る。従って、第１の実施形態ではパワー画像を用いた
診断の精度を保証することが可能となる。
【００９２】
　また、第１の実施形態では、制御部１７は、組織運動情報及び血流運動情報それぞれか
ら連続して生成された各画像の表示間隔を、フレームレートより大きくするように制御す
る。従って、第１の実施形態では、超音波診断装置に一般的に取り付けられるモニタ２の
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フレームレートに合わせて超高速フレームレートで生成される合成画像やＢモード画像を
スローモーションで表示することが出来る。また、第１の実施形態では、スローモーショ
ンで表示することで、合成画像やＢモード画像の視認性を向上することが出来る。
【００９３】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態では、第１の実施形態で取得された組織の速度を用いて、新たな組織運
動情報を取得する場合について説明する。
【００９４】
　第２の実施形態に係る超音波診断装置は、図１を用いて説明した第１の実施形態に係る
超音波診断装置と同様の構成となるが、組織運動情報取得部１４ａの処理内容が第１の実
施形態とは異なる。以下、図１２を用いて、第２の実施形態に係る組織運動情報取得部１
４ａについて説明する。図１２は、第２の実施形態に係る組織運動情報取得部を説明する
ための図である。
【００９５】
　第２の実施形態に係る組織運動情報取得部１４ａは、更に、組織の速度を時間方向に積
分することで算出される組織の変位を組織運動情報として取得する。すなわち、組織運動
情報取得部１４ａは、図１２の（Ａ）に示すように、処理対象となる組織ドプラデータと
、当該フレームの直前に生成された組織ドプラデータとの間で、同一場所の組織（血管壁
）の速度を、時間方向、すなわち、フレーム方向に積分する。これにより、組織運動情報
取得部１４ａは、組織（血管壁）の変位を取得する。すなわち、組織運動情報取得部１４
ａは、上部血管壁及び下部血管壁それぞれのフレーム間での変位（displacement）を算出
する。
【００９６】
　また、第２の実施形態に係る組織運動情報取得部１４ａは、更に、組織の変位をフレー
ム内の空間方向に微分することで算出される組織のひずみを組織運動情報として取得する
。すなわち、組織運動情報取得部１４ａは、図１２の（Ｂ）に示すように、処理対象とな
るフレーム内の多点に渡って算出した組織（血管壁）の変位を空間方向（走査線方向）に
微分する。これにより、組織運動情報取得部１４ａは、組織（血管壁）のひずみを取得す
る。すなわち、組織運動情報取得部１４ａは、上部血管壁及び下部血管壁それぞれのひず
み（strain）を算出する。
【００９７】
　そして、第２の実施形態に係る制御部１７は、組織運動情報取得部１４ａにより取得さ
れた組織の変位をモニタ２に表示するように制御する。また、第２の実施形態に係る制御
部１７は、組織運動情報取得部１４ａにより取得された組織のひずみをモニタ２に表示す
るように制御する。
【００９８】
　なお、組織の変位及び組織のひずみの取得処理は、組織運動情報取得部１４ａによって
実行される場合であっても、画像処理部１５によって行なわれる場合であっても良い。ま
た、第２の実施形態においては、組織運動情報取得部１４ａが組織の変位のみを取得する
場合であっても良い。また、第２の実施形態においては、組織運動情報取得部１４ａが組
織の変位及び組織のひずみを取得し、制御部１７が組織の変位及び組織のひずみの双方、
又は、組織の変位及び組織のひずみのいずれか一方を表示させる場合であっても良い。ま
た、第２の実施形態においては、制御部１７が組織の変位及び組織のひずみの少なくとも
一つを組織の速度とともに表示させる場合であってもよい。かかる設定は、例えば、操作
者により行なわれる。
【００９９】
　例えば、制御部１７は、図１３に示す表示形態にて、組織運動情報取得部１４ａによる
追加処理結果を更に表示させる。図１３は、第２の実施形態に係る組織運動情報の表示形
態の具体例を説明するための図であるである。
【０１００】
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　まず、制御部１７は、操作者から局所的な組織運動情報を表示するための関心領域を受
け付ける。例えば、操作者は、Ｂモード画像や第１の実施形態で説明した合成画像にて、
上部血管壁及び下部血管壁それぞれに組織運動情報を表示するための関心領域を入力装置
３のマウスを用いて設定する。これにより、制御部１７は、図１３の左図に示すように、
上部血管壁及び下部血管壁それぞれに矩形の関心領域を設定する。
【０１０１】
　また、操作者は、組織の速度、組織の変位及び組織のひずみの中から、どの組織運動情
報を表示させるかを設定する。すなわち、操作者は、組織の速度、組織の変位及び組織の
ひずみの少なくとも一つを選択する。例えば、操作者は、設定した２つの関心領域内にお
ける組織の速度及び組織の変位を表示すると設定する。かかる設定が行なわれた場合、制
御部１７の制御により、組織運動情報取得部１４ａは、関心領域内で取得されている各点
の組織の速度を平均した平均速度を算出する。また、制御部１７の制御により、組織運動
情報取得部１４ａは、関心領域内で取得されている各点の組織の変位を平均した平均変位
を算出する。
【０１０２】
　そして、制御部１７の制御により、画像合成部１５ｂは、図１３の左図に示すように、
合成画像の各関心領域内に、平均速度及び平均変位をベクトル表示するための矢印を合成
し、モニタ２は、図１３の左図に示す画像を表示する。図１３の左図では、実線の矢印に
て平均速度がベクトル表示され、点線の矢印にて平均変位がベクトル表示されている。
【０１０３】
　また、局所的な組織運動情報の表示は、図１３の左図に示すベクトル表示だけでなく、
例えば、図１３の右図に示すようにグラフ表示によって行なわれても良い。図１３の左図
に示す一例では、上部血管壁内で設定された関心領域内の平均速度が時間軸に沿ってプロ
ットされたグラフと、下部血管壁内で設定された関心領域内の平均速度が時間軸に沿って
プロットされたグラフとが重畳表示されている。また、図１３の左図に示す一例では、上
部血管壁内で設定された関心領域内の平均変位が時間軸に沿ってプロットされたグラフと
、下部血管壁内で設定された関心領域内の平均変位が時間軸に沿ってプロットされたグラ
フとが重畳表示されている。更に、図１３の左図に示す一例では、上部血管壁内で設定さ
れた関心領域内の平均変位から下部血管壁内で設定された関心領域内の平均変位を差し引
いた値が時間軸に沿ってプロットされたグラフが重畳表示されている。図１３の左図に示
すグラフは、組織運動情報取得部１４ａ、又は、画像処理部１５により生成される。
【０１０４】
　なお、関心領域の大きさや、設定される関心領域の数は、操作者によって任意に設定可
能である。また、各種組織運動情報の表示形態は、上述したように、ベクトル表示及びグ
ラフ表示の双方が行なわれる場合であっても、ベクトル表示及びグラフ表示のいずれかが
行なわれる場合であっても良い。また、各種組織運動情報の表示形態は、数値を表示する
ことで行なわれる場合であっても良い。
【０１０５】
　次に、図１４を用いて、第２の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する
。図１４は、第２の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、以下では、図１１と同様に、送受信部１１により、例えば、１０００ｆ
ｐｓのフレームレートでの超音波送受信が開始された後の処理について説明する。また、
以下では、組織の速度に基づく新たな組織運動情報として、組織の変位の取得要求が操作
者から入力された場合について説明する。
【０１０６】
　図１４に示すように、第２の実施形態に係る超音波診断装置は、画像メモリ１６に新規
の１フレーム分のデータ（Ｉ／Ｑ信号）が格納されたか否かを判定する（ステップＳ２０
１）。ここで、新規の１フレーム分のデータが格納されていない場合（ステップＳ２０１
否定）、第２の実施形態に係る超音波診断装置は、待機状態となる。
【０１０７】



(17) JP 2012-110527 A 2012.6.14

10

20

30

40

50

　一方、新規の１フレーム分のデータが格納された場合（ステップＳ２０１肯定）、Ｂモ
ード処理部１３は、Ｂモードデータを生成し、画像生成部１５ａは、Ｂモード画像を生成
する（ステップＳ２０２）。そして、組織運動情報取得部１４ａは、新規の１フレーム分
のデータに対して、式（１）及び式（２）の演算処理を行なうことで、組織（血管壁）の
速度を取得し、画像生成部１５ａは、組織ドプラ画像を生成する（ステップＳ２０３）。
【０１０８】
　続いて、血流運動情報取得部１４ｂは、新規の１フレーム分のデータに対して式（３）
及び式（４）の演算処理を行なうことで、パワー値を取得し、画像生成部１５ａは、パワ
ー画像を生成する（ステップＳ２０４）。
【０１０９】
　更に、組織運動情報取得部１４ａは、新たな組織運動情報として、組織の速度を時間方
向に積分することで、組織の変位を取得する（ステップＳ２０５）。そして、画像合成部
１５ｂは、ステップＳ２０２で生成されたＢモード画像の輝度値に基づいて、ステップＳ
２０３で生成された組織ドプラ画像とステップＳ２０４で生成されたパワー画像との合成
画像を生成する（ステップＳ２０６）。
【０１１０】
　その後、制御部１７は、スローモーション表示用に設定された所定の時間が経過したか
否かを判定する（ステップＳ２０７）。ここで、所定の時間が経過していない場合（ステ
ップＳ２０７否定）、制御部１７は、所定の時間が経過するまで待機する。
【０１１１】
　一方、所定の時間が経過した場合（ステップＳ２０７肯定）、制御部１７の制御により
、モニタ２は、ステップＳ２０２で生成されたＢモード画像とステップＳ２０６で生成さ
れた合成画像とステップＳ２０５で取得した変位とを並列表示し（ステップＳ２０８）、
処理を終了する。例えば、制御部１７は、ステップＳ２０５で取得した変位（関心領域内
の平均変位）をベクトル表示及びグラフ表示させる。そして、第２の実施形態に係る超音
波診断装置は、更に、新規の１フレーム分の反射波データが格納された場合、ステップＳ
２０２以降の処理を行なう。なお、Ｂモード処理部１３、組織運動情報取得部１４ａ及び
血流運動情報取得部１４ｂによる処理の順番は、図１４に示す順番に限定されるものでは
なく、任意の順番にて実行することが出来る。また、Ｂモード処理部１３、組織運動情報
取得部１４ａ及び血流運動情報取得部１４ｂによる処理は、並列処理によって実行される
場合であっても良い。
【０１１２】
　上述してきたように、第２の実施形態では、組織運動情報取得部１４ａは、更に、組織
の速度を時間方向に積分することで算出される組織の変位を組織運動情報として取得する
。制御部１７は、組織の変位をモニタ２に表示するように制御する。
【０１１３】
　従って、第２の実施形態では、血管壁にて繰り返される拡張収縮の度合いを明確に医師
に提供することが出来る。
【０１１４】
　また、第２の実施形態では、組織運動情報取得部１４ａは、更に、組織の変位をフレー
ム内の空間方向に微分することで算出される組織のひずみを組織運動情報として取得する
。制御部１７は、組織のひずみをモニタ２に表示するように制御する。
【０１１５】
　従って、第２の実施形態では、血管壁の柔軟性の度合いを明確に医師に提供することが
出来る。
【０１１６】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態では、第１の実施形態で取得された血流のパワー値を用いて血流速度を
算出し、更に、血管の性状に関する指標を算出する場合について説明する。
【０１１７】
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　まず、第３の実施形態に係る超音波診断装置の構成について説明する。図１５は、第３
の実施形態に係る超音波診断装置の構成を説明するための図である。図１５に示すように
、第３の実施形態に係る超音波診断装置は、図１を用いて説明した第１の実施形態に係る
超音波診断装置と比較して、画像処理部１５内に速度算出部１５ｃ及び指標算出部１５ｄ
とを更に有する点が異なる。以下、これらを中心にして説明する。
【０１１８】
　図１５に示す速度算出部１５ｃは、血流のパワー値を画像化したパワー画像において、
連続するパワー画像間でスペックルを追跡することで、各追跡点の動きベクトルを算出し
、当該算出した各追跡点の動きベクトルを血流の速度として算出する。
【０１１９】
　ここで、例えば、１０００ｆｐｓ以上の超高速フレームレートで第１の実施形態で説明
したパワー画像を観察すると、スペックルの動きで、血液が移動する様相を把握すること
が出来る。すなわち、連続するパワー画像間で相互相関演算することで、スペックルの動
きの２次元動きベクトルを算出することができる。図１６は、速度算出部を説明するため
の図である。
【０１２０】
　例えば、速度算出部１５ｃは、合成画像におけるパワー画像の表示領域（Ｂモード画像
の高輝度領域で挟まれる血管内領域）に、図１６の（Ａ）に示すように、複数の追跡点を
設定する。なお、追跡点の間隔や数は、任意に設定可能である。
【０１２１】
　そして、速度算出部１５ｃは、処理対象となるパワー画像と、当該パワー画像の直前に
生成されたパワー画像との間で、追跡点のトラッキングを行なうことで、各追跡点の２次
元動きベクトルを算出する。そして、速度算出部１５ｃは、算出した２次元動きベクトル
を血液の２次元動きベクトル（血流の速度）として算出する。
【０１２２】
　そして、第３の実施形態に係る制御部１７は、速度算出部１５ｃにより算出された血流
の速度を血流運動情報として、モニタ２に表示するように制御する。例えば、第３の実施
形態に係る制御部１７は、画像合成部１５ｂを制御することで、図１６の（Ｂ）に示すよ
うに、合成画像の対象となるパワー画像上に、血液の２次元動きベクトルに対応する矢印
を更に重畳させる。図１６の（Ｂ）に示す各矢印の方向は、各追跡点で算出された２次元
動きベクトルの方向を反映したものであり、図１６の（Ｂ）に示す各矢印の長さは、各追
跡点で算出された２次元動きベクトルのスカラー量を反映したものである。
【０１２３】
　更に、制御部１７は、画像合成部１５ｂを制御することで、図１６の（Ｂ）に示すよう
に、各追跡点の動きベクトルのスカラー量のヒストグラムａを重畳させても良い。また、
制御部１７は、画像合成部１５ｂを制御することで、図１６の（Ｂ）に示すように、各追
跡点の平均速度ｂを重畳させても良い。図１６の（Ｂ）に示す一例では、平均速度ｂが「
３３２ｍｍ／ｓ」であることが示されている。
【０１２４】
　そして、制御部１７は、画像合成部１５ｂを制御することで、図１６の（Ｂ）に示す合
成画像を、組織ドプラ画像と更に重畳させてモニタ２に表示させる。なお、速度算出部１
５ｃが算出した血流の速度は、図１６の（Ｂ）に示すように、ベクトル表示、ヒストグラ
ム表示及び数値表示により提示される場合であっても、各表示形態の中から選択された一
つ又は複数の表示形態により表示される場合であっても良い。また、制御部１７は、速度
算出部１５ｃにより算出された血流の速度を用いて、血流速度がカラー表示される通常の
カラードプラ画像に相当する画像を画像生成部１５ａに生成させても良い。
【０１２５】
　このように、第３の実施形態では、血管壁の速度、血管壁の変位、血管壁のひずみ、血
流のパワー値とともに、血流の速度を、同一の反射波信号から取得することが出来る。こ
れらの情報を元に、血管の性状を示す指標（パラメータ）を算出することが出来る。
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【０１２６】
　そこで、図１５に示す指標算出部１５ｄは、組織運動情報取得部１４ａにより取得され
た組織運動情報及び血流運動情報取得部１４ｂにより取得された血流運動情報の少なくと
も一つに基づいて、血管の性状に関する指標を算出する。例えば、指標算出部１５ｄは、
組織運動情報である「血管壁の速度」、血流運動情報であるパワー値から生成されたパワ
ー画像に基づいて算出された「血流の速度」及び以下に示す式（５）を用いて指標を算出
する。なお、以下に示す式（５）では、「Ｖ（ｘ）」を血管に平行な方向の位置「ｘ」に
おける血流速度とし、「Ｖ（ｘ＋Δｘ）」を血管に平行な方向の位置「ｘ＋Δｘ」におけ
る血流速度としている。また、以下に示す式（５）では、「Ｕ」を位置「ｘ」における血
管壁の速度としている。
【０１２７】
【数５】

【０１２８】
　式（５）の分子は、簡易ベルヌーイ式による圧較差であり、式（５）の分母は、血管径
の変化である。指標算出部１５ｄは、式（５）を用いた指標の算出処理を、例えば、１心
拍間に渡って微小時間間隔で実行する。かかる処理により微小時間間隔で算出される複数
の指標は、血管の硬さを示す値として用いることが出来る。
【０１２９】
　そして、第３の実施形態に係る制御部１７は、指標算出部１５ｄにより算出された指標
をモニタ２に表示するように制御する。
【０１３０】
　なお、指標算出部１５ｄの指標算出に用いられるデータは、血管壁の速度及び血流の速
度に限定されるものではない。指標算出部１５ｄの指標算出に用いられるデータは、血管
壁の速度、血管壁の変位、血管壁のひずみ、血流のパワー値及び血流の速度の少なくとも
一つのデータであっても良い。更に、指標算出部１５ｄは、血管壁の速度、血管壁の変位
、血管壁のひずみ、血流のパワー値及び血流の速度の少なくとも一つと、Ｂモード画像か
ら計測した血管径とを用いて指標を算出しても良い。いずれの場合であっても、指標算出
部１５ｄは、同一時刻に生成された反射波データを同時に取得された各種データを用いて
、血管の性状に関する指標を算出することが出来る。
【０１３１】
　次に、図１７を用いて、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理について説明する
。図１７は、第３の実施形態に係る超音波診断装置の処理を説明するためのフローチャー
トである。なお、以下では、図１１及び図１４と同様に、送受信部１１により、例えば、
１０００ｆｐｓのフレームレートでの超音波送受信が開始された後の処理について説明す
る。また、以下では、図１４と同様に、組織の速度に基づく新たな組織運動情報として、
組織の変位の取得要求が操作者から入力された場合について説明する。
【０１３２】
　図１７に示すように、第３の実施形態に係る超音波診断装置は、画像メモリ１６に新規
の１フレーム分のデータ（Ｉ／Ｑ信号）が格納されたか否かを判定する（ステップＳ３０
１）。ここで、新規の１フレーム分のデータが格納されていない場合（ステップＳ３０１
否定）、第３の実施形態に係る超音波診断装置は、待機状態となる。
【０１３３】
　一方、新規の１フレーム分のデータが格納された場合（ステップＳ３０１肯定）、Ｂモ
ード処理部１３は、Ｂモードデータを生成し、画像生成部１５ａは、Ｂモード画像を生成
する（ステップＳ３０２）。そして、組織運動情報取得部１４ａは、新規の１フレーム分
のデータに対して、式（１）及び式（２）の演算処理を行なうことで、組織（血管壁）の
速度を取得し、画像生成部１５ａは、組織ドプラ画像を生成する（ステップＳ３０３）。
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【０１３４】
　続いて、血流運動情報取得部１４ｂは、新規の１フレーム分のデータに対して式（３）
及び式（４）の演算処理を行なうことで、パワー値を取得し、画像生成部１５ａは、パワ
ー画像を生成する（ステップＳ３０４）。
【０１３５】
　更に、組織運動情報取得部１４ａは、新たな組織運動情報として、組織の速度を時間方
向に積分することで、組織の変位を取得する（ステップＳ３０５）。そして、速度算出部
１５ｃは、パワー画像間でスペックルトラッキングを行なうことで、血流速度ベクトルを
算出する（ステップＳ３０６）。
【０１３６】
　その後、画像合成部１５ｂは、ステップＳ３０３で生成された組織ドプラ画像とステッ
プ３０４で生成されたパワー画像と、ステップＳ３０６で算出された血流速度ベクトルと
の合成画像を生成する（ステップＳ３０７）。更に、指標算出部１５ｄは、例えば、血管
壁の速度と、血流の速度と、式（５）とを用いて、血管の性状に関する指標を算出する（
ステップＳ３０８）。
【０１３７】
　その後、制御部１７は、スローモーション表示用に設定された所定の時間が経過したか
否かを判定する（ステップＳ３０９）。ここで、所定の時間が経過していない場合（ステ
ップＳ３０９否定）、制御部１７は、所定の時間が経過するまで待機する。
【０１３８】
　一方、所定の時間が経過した場合（ステップＳ３０９肯定）、制御部１７の制御により
、モニタ２は、ステップＳ３０２で生成されたＢモード画像とステップＳ３０７で生成さ
れた合成画像とステップＳ３０５で取得した変位とステップＳ３０８で算出した指標とを
並列表示し（ステップＳ３１０）、処理を終了する。そして、第３の実施形態に係る超音
波診断装置は、更に、新規の１フレーム分の反射波データが格納された場合、ステップＳ
２０２以降の処理を行なう。なお、Ｂモード処理部１３、組織運動情報取得部１４ａ及び
血流運動情報取得部１４ｂによる処理の順番は、図１７に示す順番に限定されるものでは
なく、任意の順番にて実行することが出来る。また、Ｂモード処理部１３、組織運動情報
取得部１４ａ及び血流運動情報取得部１４ｂによる処理は、並列処理によって実行される
場合であっても良い。
【０１３９】
　上述してきたように、第３の実施形態では、速度算出部１５ｃは、血流のパワー値を画
像化したパワー画像において、連続するパワー画像間でスペックルを追跡することで、各
追跡点の動きベクトルを算出し、当該算出した各追跡点の動きベクトルを血流の速度とし
て算出する。制御部１７は、血流の速度を血流運動情報として、モニタ２に表示するよう
に制御する。
【０１４０】
　すなわち、第３の実施形態によれば、血流のパワー値とパワー画像内のスペックルパタ
ーンとを用いることで、従来では血管に対して垂直に超音波ビームを送信することでしか
取得出来なかった血流の速度を取得することが出来る。また、第３の実施形態によれば、
取得した血流の速度を画像として医師に提供することが出来る。従って、第３の実施形態
では、血管壁及び血流の運動情報を用いた診断の精度を更に保証することが可能となる。
【０１４１】
　　また、第３の実施形態では、指標算出部１５ｄは、組織運動情報及び血流運動情報の
少なくとも一つに基づいて、血管の性状に関する指標を算出し、制御部１７は、指標をモ
ニタ２に表示するように制御する。従って、第３の実施形態では、同時刻の反射波信号（
同一の反射波信号）から取得された運動情報を用いて、血管の硬さなどを示す指標を算出
して、医師に提供することが出来る。従って、第３の実施形態では血管壁及び血流の運動
情報を用いた医師の診断を容易にすることが可能となる。
【０１４２】
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　なお、第１～第３の実施形態において説明した各処理のうち、自動的におこなわれるも
のとして説明した処理の全部または一部を手動的におこなうこともでき、あるいは、手動
的におこなわれるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的におこ
なうこともできる。この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名
称、各種のデータやパラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更
することができる。
【０１４３】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部または一部を、各種の負荷や使用状況などに応じて、任意
の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。さらに、各装置に
て行なわれる各処理機能は、その全部または任意の一部が、ＣＰＵおよび当該ＣＰＵにて
解析実行されるプログラムにて実現され、あるいは、ワイヤードロジックによるハードウ
ェアとして実現され得る。
【０１４４】
　以上、説明したとおり、第１の実施形態～第３の実施形態によれば、血管壁及び血流の
運動情報を用いた診断の精度を保証することが可能となる。
【０１４５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１４６】
　１　超音波プローブ
　２　モニタ
　３　入力装置
　１０　装置本体
　１１　送受信部
　１２　フレームバッファ
　１３　Ｂモード処理部
　１４　ドプラ処理部
　１４ａ　組織運動情報取得部
　１４ｂ　血流運動情報取得部
　１５　画像処理部
　１５ａ　画像生成部
　１５ｂ　画像合成部
　１６　画像メモリ
　１７　制御部
　１８　内部記憶部
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